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証券コード　4499
2021年12月１日

株　主　各　位
東京都港区六本木四丁目１番４号
株 式 会 社 S p e e e
代 表 取 締 役 大 塚 英 樹

１．日 時 2021年12月17日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場 所 東京都港区六本木三丁目２番１号

住友不動産六本木グランドタワー９Ｆ
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room H
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第14期（2020年10月１日から2021年９月30日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第14期（2020年10月１日から2021年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第14期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力書面による事前の議決権行使をいただき、株主
総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
　お手数ながら後記の総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただ
き、2021年12月16日（木曜日）午後６時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

以　上
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◎ 法令及び当社定款第14条の規定に基づき、本招集ご通知に際し提供すべき事項のうち、事業報
告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、連
結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計
算書」「個別注記表」につきましては本招集ご通知には記載せず、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://speee.jp/ir/）に掲載しております。したがいまして、本招集ご通知に記載
しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が監査報告の作成
に際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修
正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎ 今後の感染拡大状況により、感染予防のための新たな措置を講じる場合は、インターネット上の
当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

◎ 株主総会にご出席の株主様への、お土産のご用意はございません。
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（2020年10月 1 日から
2021年 9 月30日まで）

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当社グループは「解き尽くす。未来を引きよせる。」をミッションとし、創業以来培ってき
た、データ分析能力とテクノロジーを活かして、多様な産業領域のデジタルトランスフォーメ
ーションを推進しております。
　具体的にはデジタル化が進んでこなかった市場において生活者（消費者）と事業者を、デジ
タル化を通じて最適な形でマッチングすることを目指す不動産DX事業、データの利活用によ
って企業のマーケティングを高度化することを目指すマーケティングDX事業を運営しており
ます。
　当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴う緊
急事態宣言発令による外出自粛により、新規顧客開拓に対して一時的な影響が生じた一方、ビ
ジネスにおけるオンライン活用の重要性が増したことでデジタル化の加速が生じ、当社グルー
プの事業機会を拡大しております。
　以上の結果、当連結会計年度における当社グループの経営成績は、売上高12,692,791千円
（前連結会計年度比35.8％増）、営業利益1,137,237千円（同46.2％増）、経常利益
1,191,252千円（同76.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益835,556千円（同
104.9％増）となりました。
　なお、当社グループでは、事業基盤の強化や拡大を積極的に目指していく中、各国の会計基
準の差異にとらわれることなく企業比較が可能なEBITDA（税金等調整前当期純利益＋支払利
息＋減価償却費＋のれん償却費）を経営指標として重視しており、当連結会計年度のEBITDA
は1,254,626千円（同81.2％増）となりました。
　当連結会計年度におけるセグメント別の経営成績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度比
較については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較分析
しております。また、セグメントの売上高につきましては、外部顧客への売上高を記載してお
ります。
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不動産DX事業
　不動産DX事業は、デジタル化が進んでこなかった市場において、デジタル化を通じて生活
者（消費者）と事業者を最適な形でマッチングすることを目指すとともに、デジタル化を前提
とした事業者の業務効率化を図るためのDXソリューションを提供しており、「イエウール」
「ヌリカエ」「ウェルネス」が属しております。
営業活動が堅調であることに加え、マーケティングDX事業で培ったWebアナリティクス技術
を活用した結果、売上獲得に対する広告宣伝費の割合を低減させることにより、利益率の向上
を達成しました。また今後の持続的な成長のため、各領域における新規事業（サービス）の展
開へ向けて、ソフトウエア開発等に関する投資を強化しております。
　この結果、売上高は5,915,474千円（前連結会計年度比66.9％増）、セグメント利益は
872,011千円（同17.0％増）となりました。

マーケティングDX事業
　マーケティングDX事業は、顧客企業のデータ資産を利活用し、マーケティング活動を高度
化することを目指しており、「コンサルティングサービス」「広告運用」の２形態からなるサ
ービスを提供しております。「コンサルティングサービス」においては、顧客企業におけるデ
ジタルマーケティングの強化及びデータ活用意欲の高まりにより、案件獲得が堅調に推移しま
した。「広告運用」においては、顧客企業のデジタルマーケティング予算の増加に伴い、案件
獲得が堅調に推移しました。
　この結果、売上高は6,745,426千円（前連結会計年度比16.8％増）、セグメント利益は
2,074,236千円（同24.4％増）となりました。

その他
　その他には、「Data Platform事業」「ヘルスケア事業」が属しており、サービス拡販に向
けて取り組む一方、引き続きサービス開発に注力しました。「Data Platform事業」において
は、複数の異なるブロックチェーン間のインターオペラビリティ（相互運用性）実現に向け研
究開発を進めてまいりました。また複数の実証実験を行ってまいりました。
　この結果、売上高は31,890千円（前連結会計年度比16.1％増）、セグメント損失は
282,144千円（前連結会計年度は428,410千円のセグメント損失）となりました。
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事 業 区 分

第 13 期
（2020年９月期）
（前連結会計年度）

第 14 期
（2021年９月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

不 動 産 D X 事 業 3,544,608千円 37.9％ 5,915,474千円 46.6％ 2,370,866千円 66.9％

マーケティングDX事業 5,775,650 61.8 6,745,426 53.1 969,776 16.8

そ の 他 27,476 0.3 31,890 0.3 4,414 16.1

合 計 9,347,734 100.0 12,692,791 100.0 3,345,057 35.8

事業別売上高

②　設備投資の状況
　当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、117,842千円（無形固定資産を含
む）であり、その主要な内容は建物附属設備の取得13,405千円、工具、器具及び備品の取得
56,069千円、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の取得48,368千円によるものでありま
す。
　なお、設備投資額には、資産除去債務に対応する除去費用の資産計上額は含まれておりませ
ん。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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区 分 第 11 期
(2018年９月期)

第 12 期
(2019年９月期)

第 13 期
(2020年９月期)

第 14 期
(当連結会計年度)
(2021年９月期)

売 上 高(千円) 7,165,064 7,420,781 9,347,734 12,692,791

経 常 利 益(千円) 165,254 189,956 674,814 1,191,252
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益(千円) 226,495 21,853 407,714 835,556

１株当たり当期純利益 (円) 28.32 2.53 45.00 83.16

総 資 産(千円) 3,403,439 3,286,587 7,336,251 7,604,226

純 資 産(千円) 884,688 918,742 3,997,472 4,847,816

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 103.81 105.34 403.58 480.01

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. 第13期より連結計算書類を作成しております。なお、第11期及び第12期については、金
融商品取引法に基づいて作成した連結財務諸表の数値を参考情報として記載しておりま
す。

２. 当社は2019年３月８日付で、普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行ってお
ります。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産及び１株
当たり当期純利益を算定しております。
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区 分 第 11 期
(2018年９月期)

第 12 期
(2019年９月期)

第 13 期
(2020年９月期)

第 14 期
(当事業年度)

(2021年９月期)
売 上 高(千円) 7,156,993 7,361,503 9,309,489 12,658,048

経 常 利 益(千円) 388,437 301,384 817,104 1,255,051

当 期 純 利 益(千円) 149,827 38,077 395,935 834,956

１株当たり当期純利益 (円) 18.73 4.41 43.70 83.10

総 資 産(千円) 3,360,326 3,490,005 7,312,918 7,579,793

純 資 産(千円) 885,355 935,559 3,997,472 4,847,216

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 103.89 107.27 403.58 479.95

②　当社の財産及び損益の状況

（注） 当社は2019年３月８日付で、普通株式１株につき5,000株の割合で株式分割を行っており
ます。第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産及び１株当た
り当期純利益を算定しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 D a t a c h a i n 100,000千円 100.0 その他

株 式 会 社 V e l o c i t y 1,000 100.0 不動産DX事業

株 式 会 社 T h i n Q  H e a l t h c a r e 100,000 100.0 その他

⑶　重要な子会社の状況

（注） 前連結会計年度において連結子会社でありましたPT.SPEEE RECRUITMENT NUSANTARA
は、重要性が乏しくなったため第１四半期連結会計年度より連結範囲から除外しておりま
す。また、全保有株式を、2021年９月30日付で売却しております。
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⑷　対処すべき課題
当社が対処すべき主な課題は以下のとおりであります。

①優秀な人材の採用と育成・活用
　今後の成長を推進するにあたり、優秀で熱意のある人材を適時に採用することが重要な課題と
認識しているため、採用の強化及び従業員が高いモチベーションをもって働ける環境や仕組みの
整備・運用を進めてまいります。今後も優秀な人材の採用とさらなる育成に投資を行っていく方
針であります。

②高い専門性を有する人材の確保
　当社グループの継続的な事業拡大には、当社グループの経営理念に合致した志向性を持ち、か
つ高い専門性を有する人材の確保と育成が重要であると認識しております。特にエンジニアやデ
ータサイエンティストなどの採用においては、獲得競争が激化し、今後も人材確保には厳しい状
況が続くものと予想されます。当社グループでは、採用方法の多様化をはじめ、教育や人材育成
制度の確立などにより、人材の採用から定着に至るまでの体制準備を進めてまいります。

③技術革新への対応
　当社グループは、データ分析技術を基盤として事業を展開しておりますが、新たなインターネ
ット関連の技術革新やデータ分析技術の進歩に対してタイムリーに対応することが、今後の事業
展開上重要な要素であると認識しております。そのために、Google LLCなどインターネット・
サービス事業者の動向を把握し、その技術情報（動画広告技術やAI応用技術など）をいち早く入
手すると同時に、それに対抗する独自の技術を開発することで、自社サービスの先進性やユニー
ク性を確保してまいります。

④内部管理体制の強化
　当社グループは、急速な事業環境の変化に適応し、継続的な成長を維持していくために、内部
管理体制の強化が重要であると認識しております。このため、事業規模や成長ステージに合わせ
バックオフィス機能を拡充していくとともに、経営の公正性・透明性を確保するための内部管理
体制強化に取り組んでまいります。具体的には、事業運営上のリスク管理や定期的な内部監査の
実施によるコンプライアンス体制の強化、社外役員の登用、内部統制システムを活用した監査の
実施によるコーポレート・ガバナンス機能の充実等を行ってまいります。
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⑤情報セキュリティのリスク対応の強化
　当社グループは、ウィルスや不正な手段による外部からのシステム侵入、システムの障害及び
役職員・パートナー事業者の過誤による損害を防止するために、引き続き優秀な技術者の確保
や、職場環境の整備及び社内教育による情報セキュリティの強化を図ってまいります。

事 業 区 分 事 業 内 容

不 動 産 D X 事 業 リアル産業のDXを推進するマーケティングプラットフォームを運営

マーケティングDX事業 データ活用によるマーケティングプロセスのDX推進コンサルティング

⑸　主要な事業内容（2021年９月30日現在）

名 称 所 在 地

本社 東京都港区

名 称 所 在 地

株式会社Datachain 東京都港区

株式会社Velocity 東京都港区

株式会社ThinQ Healthcare 東京都港区

⑹　主要な事業所（2021年９月30日現在）
①　当社

②　子会社
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事 業 区 分 使 用 人 数

不 動 産 D X 事 業 141 （56）名

マ ー ケ テ ィ ン グ D X 事 業 151 （19）

そ の 他 16 （－）
全 社 （ 共 通 ） 64 （9）

合 計 372 （84）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

356（83）名 48名増（23名増） 29.4歳 2年7ヵ月

⑺　使用人の状況（2021年９月30日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１. 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社から
の派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２. 全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門等の報告セグメントに属していない使用人
であります。

②　当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの
派遣社員を除く。）は、最近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 470,064千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 394,201

⑻　主要な借入先の状況（2021年９月30日現在）

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 34,840,000株

②　発行済株式の総数 10,097,500株

③　株主数 1,485名

株主名 持株数 持株比率

大塚　英樹 2,745,700株 27.19％

株式会社Ｐｒｉｎｔ 2,510,000 24.86

久田　哲史 2,460,300 24.37

渡邉　昌司 775,300 7.68

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 215,800 2.14

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 177,200 1.75

野村信託銀行株式会社（投信口） 129,600 1.28

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 124,600 1.23

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 87,600 0.87
ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ Ａ
Ｃ ＩＳＧ （ＦＥ－ＡＣ） 67,500 0.67

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年９月30日現在）

（注）新株予約権の行使により、発行済株式の総数は195,600株増加しております。

④　大株主

（注）持株比率は自己株式（50株）を除して計算しております。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 大 塚 　 英 樹 －

取 締 役 久 田 　 哲 史 データプラットフォーム事業部長
株式会社Datachain代表取締役

取 締 役 渡 邉 　 昌 司 医療・ヘルスケア事業部長
株式会社ThinQ Healthcare代表取締役

取 締 役 西 田 　 正 孝 経営管理本部長
株式会社Velocity取締役

取 締 役 田 口 　 政 実 デジタルトランスフォーメーション事業本部長
株式会社Velocity取締役

取 締 役 長 谷 部 　 潤 －

常 勤 監 査 役 大 川 　 勝 廣 ラルフローレン株式会社監査役
株式会社Datachain監査役

監 査 役 山 中 　 健 児 石嵜・山中総合法律事務所代表パートナー

監 査 役 髙 松 　 悟 髙松公認会計士・税理士事務所代表
テモナ株式会社監査役

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2021年９月30日現在）

（注）１. 取締役長谷部潤氏は、社外取締役であります。
２. 監査役大川勝廣氏、監査役山中健児氏及び監査役髙松悟氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役大川勝廣氏は、長年にわたる経理業務及び他事業会社における監査役の経験と幅広い見識

を有しております。
４. 監査役山中健児氏は、弁護士資格を有し、企業法務やコンプライアンス等に関する専門的な知識を有

しております。
５. 監査役髙松悟氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
６. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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②　責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の定めにより、取締役（業務執行取締役である者を除く。）
及び監査役（監査役であった者を含む。）との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定す
る契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上で予め定めた額と法令の定める最
低限度額とのいずれか高い額としております。

③　補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社及び連結子会社の取締役の全員を被保険者として、会社法第430条の３に基づ
き、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。各取締役はすでに
本保険契約の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。本保険契約は
2022年７月に更新予定であります。
【保険契約の内容の概要】
１．被保険者の範囲
　　当社及び連結子会社の取締役
２．被保険者の実質的な保険料負担割合
　　保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担はありません。
３．填補の対象となる保険事故の概要
　　被保険者の業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上

の損害賠償金及び訴訟費用)について填補されます。
４．役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
　　被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等による賠償責任に対しては填補の対象

とされない旨の免責条項が付されております。
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区 分 報酬等の総額
（千円）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 千 円 ） 対象となる
役員の員数

（名）基 本 報 酬 業 績 連 動 報 酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

109,950千円
（4,500）

109,950千円
（4,500） － － 6名

（1）
監 査 役
（うち社外監査役）

13,920
（13,920）

13,920
（13,920） － － 3

（3）
合 計

（ う ち 社 外 役 員 ）
123,870

（18,420）
123,870

（18,420） － － 9
（4）

⑤　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額
１．役員報酬等の内容の決定に関する方法
　　　当社は2021年２月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定方針を決議しております。
２．本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針
　　　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、他社水準並

びに当社の業績を考慮に入れ、総合的に勘案して決定しております。
３．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定関する事項
　　　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体内容につい

て委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。
４．取締役個別の報酬等の決定係る委任に関する事項
　　　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役大塚英樹氏がその具体

的内容について委任を受けるものとしています。委任した理由は、当社全体の業績等を勘
案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断し
たためです。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。

　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 2009年12月25日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内と
決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は６名です。

２. 2009年12月25日開催の定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額100,000千円以内と
決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。
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取 締 役 会 等 へ の 出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 長谷部　潤
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。出席した
取締役会において、他社における会社役員としての豊富な経験及び見識に基
づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。

監査役 大川　勝廣

当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会14回の全てに出席
いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、長年にわたる他事
業会社における監査役の経験及び見識に基づき、適宜発言を行っておりま
す。

監査役 山中　健児
当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会14回の全てに出席
いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に弁護士として
の専門的見地から適宜発言を行っております。

監査役 髙松　　悟
当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会14回の全てに出席
いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に公認会計士・
税理士としての専門的見地から適宜発言を行っております。

⑥　社外役員に関する事項
ａ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役大川勝廣氏は、ラルフローレン株式会社の監査役及び株式会社Datachainの監査役
であります。なお、株式会社Datachainは当社の子会社であります。また、ラルフローレ
ン株式会社と当社との間には特別の関係はありません。

・監査役山中健児氏は、石嵜・山中総合法律事務所の代表パートナーであります。当社と兼
職先との間には特別の関係はありません。

・監査役髙松悟氏は、髙松公認会計士・税理士事務所の代表及びテモナ株式会社の監査役で
あります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

ｂ．当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22,000

⑶　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

④　責任限定契約の内容の概要
　当社と有限責任 あずさ監査法人は、責任限定契約を締結しておりません。

⑤　補償契約の内容の概要等
　補償契約は締結しておりません。
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３．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

４．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質
の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資
に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると認識しております。
　このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面は内部留保の充実を図る方針
であります。
　内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化
や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
　将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り
巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありま
すが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 6,785,890 流 動 負 債 2,208,242
現 金 及 び 預 金 4,762,604 買 掛 金 506,060
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 1,885,398 １年内返済予定の長期借入金 404,648
そ の 他 202,001 未 払 金 443,349
貸 倒 引 当 金 △64,113 未 払 費 用 220,215

固 定 資 産 818,335 未 払 法 人 税 等 181,733
有 形 固 定 資 産 132,551 賞 与 引 当 金 189,040
建 物 附 属 設 備 70,471 そ の 他 263,194
工 具 、 器 具 及 び 備 品 62,080 固 定 負 債 548,168

無 形 固 定 資 産 148,234 長 期 借 入 金 459,617
ソ フ ト ウ エ ア 124,293 資 産 除 去 債 務 88,551
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 22,262 負 債 合 計 2,756,410
そ の 他 1,677 （ 純  資  産  の  部 ）

投 資 そ の 他 の 資 産 537,549 株 主 資 本 4,846,856
投 資 有 価 証 券 67,680 資 本 金 1,371,572
繰 延 税 金 資 産 130,682 資 本 剰 余 金 1,361,582
そ の 他 339,187 利 益 剰 余 金 2,113,893

自 己 株 式 △192
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 0
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 0

新 株 予 約 権 959
純 資 産 合 計 4,847,816

資 産 合 計 7,604,226 負 債 純 資 産 合 計 7,604,226

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年９月30日現在）

（単位：千円）
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（2020年10月 1 日から
2021年 9 月30日まで）

科 目 金 額
売 上 高 12,692,791
売 上 原 価 4,760,044
売 上 総 利 益 7,932,747
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,795,509
営 業 利 益 1,137,237
営 業 外 収 益

受 取 利 息 11,610
投 資 事 業 組 合 運 用 益 16,137
為 替 差 益 13,406
有 価 証 券 売 却 益 37,306
そ の 他 16,435 94,896

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,565
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 33,496
そ の 他 820 40,882

経 常 利 益 1,191,252
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,800 1,800
特 別 損 失

子 会 社 整 理 損 8,469 8,469
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,184,582
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 300,431
法 人 税 等 調 整 額 48,595 349,026
当 期 純 利 益 835,556
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 835,556

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ） （ 負  債  の  部 ）

流 動 資 産 6,708,272 流 動 負 債 2,186,325
現 金 及 び 預 金 4,485,157 買 掛 金 501,118
受 取 手 形 7,194 １年内返済予定の長期借入金 404,648
売 掛 金 1,872,094 未 払 金 440,336
そ の 他 531,719 未 払 費 用 220,215
貸 倒 引 当 金 △187,892 未 払 法 人 税 等 181,153

固 定 資 産 871,520 賞 与 引 当 金 175,807
有 形 固 定 資 産 132,551 そ の 他 263,046
建 物 附 属 設 備 70,471 固 定 負 債 546,251
工 具 、 器 具 及 び 備 品 62,080 長 期 借 入 金 459,617

無 形 固 定 資 産 148,234 資 産 除 去 債 務 86,634
ソ フ ト ウ エ ア 124,293 負 債 合 計 2,732,577
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定 22,262 （ 純  資  産  の  部 ）
商 標 権 1,677 株 主 資 本 4,846,256

投 資 そ の 他 の 資 産 590,734 資 本 金 1,371,572
投 資 有 価 証 券 67,680 資 本 剰 余 金 1,361,582
長 期 貸 付 金 500,000 資 本 準 備 金 1,361,582
関 係 会 社 株 式 53,196 利 益 剰 余 金 2,113,294
繰 延 税 金 資 産 130,670 そ の 他 利 益 剰 余 金 2,113,294
そ の 他 339,187 繰 越 利 益 剰 余 金 2,113,294
貸 倒 引 当 金 △500,000 自 己 株 式 △192

評 価 ・ 換 算 差 額 等 0
その他有価証券評価差額金 0

新 株 予 約 権 959
純 資 産 合 計 4,847,216

資 産 合 計 7,579,793 負 債 純 資 産 合 計 7,579,793

貸　借　対　照　表
（2021年９月30日現在）

（単位：千円）
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（2020年10月 1 日から
2021年 9 月30日まで）

科 目 金 額
売 上 高 12,658,048
売 上 原 価 4,559,692
売 上 総 利 益 8,098,356
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,731,249
営 業 利 益 1,367,106
営 業 外 収 益

受 取 利 息 14,910
投 資 事 業 組 合 運 用 益 16,137
受 取 家 賃 19,234
為 替 差 益 13,406
有 価 証 券 売 却 益 37,306
そ の 他 28,895 129,890

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,565
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 235,257
雑 損 失 123 241,946

経 常 利 益 1,255,051
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,800 1,800
特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 65,242
子 会 社 整 理 損 8,469 73,712

税 引 前 当 期 純 利 益 1,183,139
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 299,576
法 人 税 等 調 整 額 48,606 348,182
当 期 純 利 益 834,956

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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独立監査人の監査報告書
2021年11月15日

株式会社Ｓｐｅｅｅ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 植 草 　 寛
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 　 一 成

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社Ｓｐｅｅｅの2020年10月１日か
ら2021年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社Ｓｐｅｅｅ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書
2021年11月15日

株式会社Ｓｐｅｅｅ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 植 草 　 寛
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 越 智 　 一 成

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Ｓｐｅｅｅの2020年10月
１日から2021年９月30日までの第14期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年10月１日から2021年９月30日までの第14期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のと
おり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ

いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし
た。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求
め、意見を表明いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28
日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
　①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制

システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年11月16日
株 式 会 社 S p e e e 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 大 川 勝 廣 ㊞
社 外 監 査 役 山 中 健 児 ㊞
社 外 監 査 役 髙 松 　 悟 ㊞

　
以　上
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現　行　定　款 変　更　案
第２条　（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（６）　＜条文省略＞
（７）不動産関連事業

＜新　設＞

第２条　（目的）
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（６）　＜現行どおり＞
（７）不動産の売買・賃貸及び仲介業
（８）不動産の有効活用のための企画及びコン

サルティング

株主総会参考書類

第１号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由
（1）商品メニュー・サービスの拡充に対応するため、現行定款第２条の事業目的を追加するもの

であります。
（2）取締役会の監査・監督機能をより一層強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を

図ることを目的として、「監査等委員会設置会社」へ移行することに伴い、監査等委員会設
置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及
び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。

（3）資本政策及び配当政策を機動的に行えるよう、剰余金の配当等を取締役会決議により行うこ
とができるようにするため、変更案のとおり、条文を変更するものであります。

（4）上述（1）から（3）の条文の新設・変更に伴い、条数の変更等所要の変更を行うものであ
ります。

２．変更の内容
下線は変更箇所を示しております。なお、本定款変更は、本総会の終結の時をもって効力が生
じるものとします。

（下線は変更箇所を示しております。）
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現　行　定　款 変　更　案
（８）リフォーム関連事業
（９）介護サービス関連事業
（10）仮想通貨交換業務
（11）人材関連事業
（12）ヘルスケア関連事業

＜新　設＞
（13）前各号に関連するコンサルティング
（14）前各号に附帯又は関連する一切の事業

＜新　設＞

第４条～第17条　＜条文省略＞

第18条　（取締役会の設置）
当会社は取締役会を置く。

第19条　（取締役の員数）
当会社の取締役は、10名以内とする。

＜新　設＞

（９）リフォーム関連事業
（10）介護サービス関連事業
（11）仮想通貨交換業務
（12）人材関連事業
（13）ヘルスケア関連事業
（14）貸金業
（15）前各号に関連するコンサルティング
（16）前各号に附帯又は関連する一切の事業

第４条　（機関）
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機
関を置く
（１）取締役会
（２）監査等委員会
（３）会計監査人

第５条～第18条　＜現行どおり＞

＜削　除＞

第19条　（取締役の員数）
当会社の取締役（監査等委員である者を除
く。）は、10名以内とする
２．当会社の監査等委員である取締役は、５名

以内とする。
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現　行　定　款 変　更　案
第20条　（取締役の選任）
取締役は、株主総会の決議によって選任する。

2．　＜条文省略＞
3．　＜条文省略＞

第21条　（取締役の任期）
取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
の終結の時までとする。

２．補欠又は増員により選任した取締役の任期
は、前任者又は他の在任取締役の任期の残
存期間と同一とする。

＜新　設＞

＜新　設＞

第20条　（取締役の選任）
取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外
の取締役とを区別して、株主総会の決議によっ
て選任する。
2．　＜現行どおり＞
3．　＜現行どおり＞

第21条　（取締役の任期）
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
任期は、選任後１年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の終結の
時までとする。
２．監査等委員である取締役の任期は、選任後

２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会終結の時までと
する。

３．任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員
である取締役の任期は、退任した監査等委
員である取締役の任期の満了する時までと
する。

４．会社法329条第３項に基づき選任された補
欠の監査等委員である取締役の選任決議が
効力を有する期間は、当該決議後２年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の開始の時までとする。
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現　行　定　款 変　更　案
第22条　（代表取締役及び役付取締役）
代表取締役は、取締役会の決議によって選定す
る。

２．　＜条文省略＞
３．取締役会は、その決議によって、必要に応

じて取締役社長１名、取締役会長１名及
び、取締役副社長、専務取締役、常務取締
役各若干名を選定することができる。

第23条～第24条　＜条文省略＞

＜新　設＞

第25条　（取締役会の決議方法）
＜条文省略＞

第26条　（取締役会の決議の省略）
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項に
ついて書面又は電磁的記録により同意したとき
は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決
議があったものとみなす。但し、監査役が異議
を述べたときはこの限りでない。

第22条　（代表取締役及び役付取締役）
代表取締役は、取締役会の決議によって取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の中から
選定する。
２．　＜現行どおり＞
３．取締役会は、その決議によって、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の中
から必要に応じて取締役社長１名、取締役
会長１名及び、取締役副社長、専務取締
役、常務取締役各若干名を選定することが
できる。

第23条～第24条　＜現行どおり＞

第25条　（重要な業務執行の委任）
当会社は、会社法第399条の13第６項の規定
により、取締役会の決議によって重要な業務執
行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）の
決定の全部または一部を取締役に委任すること
ができる。

第26条　（取締役会の決議方法）
＜現行どおり＞

第27条　（取締役会の決議の省略）
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項に
ついて書面又は電磁的記録により同意したとき
は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決
議があったものとみなす。
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現　行　定　款 変　更　案
第27条　（取締役会の議事録）
取締役会における議事の経過の要領及びその結
果並びにその他法令に定める事項は、議事録に
記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が
記名押印又は電子署名する。

第28条　（取締役会規程）
＜条文省略＞

第29条　（取締役の報酬等）
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。

第30条　（取締役の責任免除）
＜条文省略＞

第５章　　監査役及び監査役会

＜新　設＞

＜新　設＞

第28条　（取締役会の議事録）
取締役会における議事の経過の要領及びその結
果並びにその他法令に定める事項は、議事録に
記載又は記録し、出席した取締役が記名押印又
は電子署名する。

第29条　（取締役会規程）
＜現行どおり＞

第30条　（取締役の報酬等）
取締役の報酬等は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、株主総会の決
議によって定める。

第31条　（取締役の責任免除）
＜現行どおり＞

第５章　　監査等委員会

第32条　（常勤の監査等委員）
監査等委員会は、その決議によって常勤の監査
等委員を選定することができる

第33条　（監査等委員会の招集権者）
監査等委員会は、各監査等委員がこれを招集す
る。
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現　行　定　款 変　更　案
＜新　設＞

＜新　設＞

＜新　設＞

第31条　（監査役及び監査役会の設置）
当会社は、監査役及び監査役会を置く。

第32条　（監査役の員数）
当会社の監査役は、５名以内とする。

第34条　（監査等委員会の招集通知）
監査等委員会の招集通知は、会日の３日前まで
に各監査等委員に対して発する。ただし、緊急
の必要があるときは、この期間を短縮すること
ができる。
２．監査等委員全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査等委員会を開催す
ることができる。

第35条　（監査等委員会規則）
監査等委員会に関する事項については、法令ま
たは本定款のほか、監査等委員会において定め
る監査等委員会規則による。

第36条　（監査等委員会の議事録）
監査等委員会における議事の経過の要領及びそ
の結果、その他法令に定める事項については、
これを議事録に記載又は記録し、出席した監査
等委員がこれに署名押印若しくは記名押印又は
電子署名をする。

＜削　除＞

＜削　除＞
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現　行　定　款 変　更　案
第33条　（監査役の選任）
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
２．監査役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主が出席し、その議決権の過半数
をもって行う。

第34条　（監査役の任期）
監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。
２．補欠として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時までとす
る。

第35条　（常勤監査役）
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選
定する。

第36条　（監査役会の招集通知）
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日
の３日前までに発する。但し、緊急の場合に
は、この期間を短縮することができる。

第37条　（監査役会の決議方法）
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場
合を除き、監査役の過半数をもって行う。

＜削　除＞

＜削　除＞

＜削　除＞

＜削　除＞

＜削　除＞
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現　行　定　款 変　更　案
第38条　（監査役会の議事録）
監査役会における議事の経過の要領及びその結
果並びにその他法令に定める事項は、議事録に
記載又は記録し、出席した監査役がこれに記名
押印又は電子署名する。

第39条　（監査役会規程）
監査役会に関する事項は、法令又は定款に定め
るもののほか、監査役会において定める監査役
会規程による

第40条　（報酬等）
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定
める。

第41条　（監査役の責任免除）
当会社は、会社法第426条第１項の定めによ
り、監査役（監査役であった者を含む。）の会
社法第423条第１項の賠償責任について法令に
定める要件に該当する場合には、取締役会の決
議によって、賠償責任額から法令に定める最低
責任限度額を控除して得た額を限度として免除
することができる。
２．当会社は、会社法第427条第１項の定めに

より、監査役（監査役であった者を含
む。）との間で、会社法423条第１項の賠
償責任について法令に定める要件に該当す
る場合には、賠償責任を限定する契約を締
結することができる。但し、当該契約に基
づく賠償責任の限度額は、金二百万円以上
で予め定めた額と法令の定める最低責任限
度額とのいずれか高い額とする。

＜削　除＞

＜削　除＞

＜削　除＞

＜削　除＞

－ 35 －



現　行　定　款 変　更　案
第42条　（会計監査人の設置及び員数）
当会社は、会計監査人を置く。

第43条～第44条　＜条文省略＞

第45条　（会計監査人の報酬等）
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会
の同意を得て定める。

第46条　＜条文省略＞

第47条　（期末配当金）
当会社は、株主総会の決議によって毎年９月
30日の最終の株主名簿に記載若しくは記録さ
れた株主又は登録株式質権者に対し、金銭によ
る剰余金の配当（以下「期末配当金」とい
う。）をすることができる。

第48条　（中間配当金）
当会社は、取締役会の決議によって毎年３月
31日の最終の株主名簿に記載若しくは記録さ
れた株主又は登録質権者に対し、金銭による剰
余金の配当（以下「中間配当金」という。）を
することができる。

第49条　＜条文省略＞

＜削　除＞

第37条～第38条　＜現行どおり＞

第39条　（会計監査人の報酬等）
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委
員会の同意を得て定める。

第40条　＜現行どおり＞

第41条　（剰余金の配当等の決定機関）
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１
項各号に定める事項については、法令に別段の
定めがある場合を除き、取締役の決議によって
定めることができる。

第42条　（剰余金の配当の基準日）
当会社の期末配当の基準日は、毎年９月30日
とする。
２．当会社の中間配当を行う場合の基準日は、

毎年３月31日とする。

第43条　＜現行どおり＞
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現　行　定　款 変　更　案
＜新　設＞

第50条　＜条文省略＞

第44条（監査役の責任免除に関する経過措置）
当社は、会社法第426条第１項の規定により、
第14期定時株主総会において決議された定款
の一部変更の効力が生じる前の任務を怠ったこ
とによる監査役（監査役であった者を含む。）
の損害賠償責任を、法令の限度において、取締
役会の決議によって免除することができる。
２．当会社は、会社法第427条第１項の規定に

より、第14期定時株主総会において決議
された定款の一部変更の効力が生ずる前の
監査役（監査役であった者を含む。）の行
為に関し、任務を怠ったことによる損害賠
償責任を限定する契約については、なお、
従前の例による。

第45条　＜現行どおり＞
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
おお
大

 

　
つか
塚

 

　
 

　
 

　
ひで
英

 

　
き
樹

(1985年８月23日)
    2008年    3 月 当社入社
    2011年    6 月 当社代表取締役（現任） 2,800,700株

２
ひさ
久

 

　
た
田

 

　
 

　
 

　
てつ
哲

 

　
し
史

(1984年９月４日)

    2007年    11月 当社設立　代表取締役
    2011年    6 月 当社取締役
    2018年    2 月 当社取締役データプラットフォーム事業部長(現任) 4,970,300株

（重要な兼職の状況）株式会社Datachain代表取締役

３
わた
渡

 

　
なべ
邉

 

　
 

　
 

　
しょう
昌

 

　
じ
司

(1981年１月14日)

    2005年    4 月 株式会社アイレップ入社
    2008年    1 月 株式会社シーエー・モバイル(現株式会社CAM)入社
    2008年    12月 当社入社
    2009年    3 月 当社取締役
    2018年    4 月 当社取締役医療・ヘルスケア事業部長（現任）

775,300株

（重要な兼職の状況）株式会社ThinQ Healthcare代表取締役

４
にし
西

 

　
だ
田

 

　
 

　
 

　
まさ
正

 

　
たか
孝

(1979年７月30日)

    2002年    10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
    2006年    8 月 株式会社ネオキャリア入社
    2008年    9 月 SBIRobo株式会社入社
    2009年    4 月 当社入社
    2009年    12月 当社取締役経営管理本部長（現任）

25,000株

（重要な兼職の状況）株式会社Velocity取締役

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ
移行するとともに、当該時点における取締役全員が任期満了となります。つきましては、取締役（監
査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）６名の選任をお願いするものでありま
す。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力を生じるものとしま
す。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 38 －



招
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計
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類
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５
た
田

 

　
ぐち
口

 

　
 

　
 

　
まさ
政

 

　
み
実

(1972年４月３日)

    1997年    4 月 株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンター
テインメント）入社

    2002年    5 月 株式会社エディア入社
    2007年    3 月 同社　取締役事業本部長
    2007年    5 月 韓国株式会社エディア・コリア

（現韓国株式会社ナビクエスト）理事
    2012年    5 月 株式会社 エディア 取締役副社長最高執行責任者

（COO）
    2017年    8 月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業

本部長（現任）

15,650株

（重要な兼職の状況）株式会社Velocity取締役

６
は
長

 

　
せ
谷

 

　
べ
部

 

　
 

　
 

　
じゅん
潤

(1965年11月９日)

    1990年    4 月 大和証券株式会社入社
    2000年    7 月 大和総研株式会社入社
    2009年    8 月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式

会社）金融証券研究所転籍
    2010年    7 月 株式会社コロプラ取締役
    2019年    1 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    4 月 dely株式会社社外取締役（現任）
    2020年    11月 toridori Inc.社外取締役（現任）
    2021年    1 月 株式会社RECEPTIONIST社外取締役（現任）

―株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 大塚英樹氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社バルーンが所有する株式数を含んでおります。
３. 久田哲史氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社Printが所有する株式数を含んでおりま

す。
４. 長谷部潤氏は、社外取締役候補者であります。就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、２年

11ヶ月となります。
５. 長谷部潤氏を社外取締役候補者とした理由は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見か

ら経営戦略を始めとした会社経営に関する助言・提言を期待したためであります。
６. 当社は、長谷部潤氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上で予め定めた
額と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、長谷部潤氏の再任が承認
された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
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７. 当社は、長谷部潤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された
場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

８. 当社は、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
該保険契約により、被保険者が負担することとなる役員等としての職務執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって発生する損害を補填することとしております。各候補者が取締
役に再任された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当該役員等賠償責
任保険契約のその他内容は事業報告13頁「⑵　会社役員の状況」に記載の通りです。

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１
おお
大

 

　
かわ
川

 

　
 

　
 

　
かつ
勝

 

　
ひろ
廣

(1950年４月20日)

1974年４月 樫山株式会社(現 株式会社オンワードホールディング
ス) 入社

1996年３月 株式会社インパクト二十一転籍
2002年５月 株式会社アクティ二十一（現ラルフローレン株式会

社）監査役（現任）
2008年５月 株式会社パイプドビッツ（現パイプドHD株式会社）

監査役
2009年９月 当社常勤監査役（現任）
2018年３月 株式会社Datachain 監査役（現任）

―株

２
やま
山

 

　
なか
中

 

　
 

　
 

　
けん
健

 

　
じ
児

(1970年11月25日)

1998年４月 弁護士登録、石嵜信憲法律事務所（現石嵜・山中総合
法律事務所）入所

2007年８月 同社パートナー就任
2009年９月 当社監査役（現任）
2013年１月 石嵜・山中総合法律事務所代表パートナー就任（現

任）

―株

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ
移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力を生じるものとしま
す。
　また、第１号議案「定款一部変更の件」及び第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）６名選任の件」ならびに本議案の効力が生じますと、取締役９名のうち、４名が社外取締役と
なる予定です。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所 有 す る
当社の株式数

３
たか
髙

 

　
まつ
松

 

　
 

　
 

　
さとる
悟

(1970年12月17日)

1994年    4 月 株式会社千趣会 入社
1998年    10月 中央青山監査法人（PwCあらた有限責任監査法人）

入所
2001年    2 月 新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティン

グ株式会社入社
2006年    2 月 野村證券株式会社入社
2007年    9 月 髙松公認会計士・税理士事務所代表（現任）
2016年    9 月 テモナ株式会社監査役（現任）
2017年    12月 当社監査役（現任）

―株

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 大川勝廣氏、山中健児氏及び髙松悟氏は、社外取締役（監査等委員）候補者であります。
　　(１)大川勝廣氏は、事業会社における監査業務に関する豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の
　　　　監視と有効な助言により、取締役会の機能が強化されることを期待し、社外取締役として選任をお願い
　　　　するものであります。
　　(２)山中健児氏は、パートナー弁護士として数々の企業経営法務に精通し、その専門家としての豊富な経
　　　　験、法律に関する高い見識等を有しており、当社の経営への適切な監視、監督により、取締役会の機能
　　　　が強化されることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　　(３)髙松悟氏は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や他社における社外監査役と
　　　　して培われた幅広い知見を有しており、客観的かつ中立な立場での助言により、取締役会の機能が強化
　　　　されることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
３. 当社は、大川勝廣氏、山中健児氏及び髙松悟氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
200万円以上で予め定めた額と会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており
ます。各氏が社外取締役として選任された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であ
ります。

４. 当社は、大川勝廣氏、山中健児氏及び髙松悟氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出てお
ります。各氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ 
移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、現在の取締役の報 
酬等の額に関する定め年額３億円以内（うち社外取締役分３千万円以内）と定めること、並びに各取
締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとさせていただきたく存じま
す。
　現在の取締役の員数は６名（うち社外取締役１名）であり、第１号議案「定款一部変更の件」及び
第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」が原案どおり可決されます
と、引き続き取締役は６名（うち社外取締役１名）となります。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力を生じるものとしま
す。なお、本議案は事業報告14貢に記載の当社における「個人別報酬等の額の決定に関する方針」
に沿っており、当社の業績、取締役（監査等委員である取締役を除く。）役位、職責、在任年数、職
責等に照らして、相当であると判断しております。
　本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、上記方針につき、対象
者を「取締役」としている部分は、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）」と変更すること
を予定しております。

第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件
　当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ
移行いたします。つきましては、会社法第361条第１項及び第２項の定めに従い、監査等委員である
取締役の報酬等の額を、年額１億円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具
体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとさせていただきたく存じま
す。
　第１号議案「定款一部変更の件」及び第３号議案「監査等委員である取締役３名選任の件」が原案
どおり可決されますと、監査等委員である取締役は３名となります。
　本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」の効力発生を条件として、効力を生じるものとしま
す。

以上
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会場：東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー９Ｆ
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター　Room Ｈ

交通ご案内
●南北線　　　　　　「六本木一丁目駅」西改札より直結
●日比谷線・大江戸線「六本木駅」　　　５番出口より徒歩６分
●銀座線・南北線　　「溜池山王駅」　　13番出口より徒歩８分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

檜町公園

六本木交番
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渋谷
線 泉ガーデン

タワー

ファミリー
マート
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マート

飯倉片町

六本木
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木

谷町ＪＣＴ

東京メトロ日比谷線

麻布警察署
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東京
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ベルサール六本木
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大
江
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六
本
木
一
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◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会にご出席され
る株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確か
めのうえ、マスク着用などの感染予防策に配慮いただき、ご来場くだ
さいますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、感
染予防のための措置を講じる場合がありますのでご協力の程お願い申
し上げます。

◎株主総会にご出席の株主様への、お土産のご用意はございません。


